
新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

平成27年（2015年）7月5日発行　第 2144号（8）

区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。

　
認
知
症
高
齢
者
へ
の
後
見
業
務
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、事
例
を
交
え
て
お
話
し
し
ま
す
。

【
日
時
】

7月

30日

午
後

6時

30分
～

8時

30分

【
会
場
】新
宿
区
社
会
福
祉
協
議
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【
対
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内
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在
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方
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40名
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を

記
入
）で
新
宿
区
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー（
〒

1
6
9・

0

0
7
5高

田
馬
場

1―

17―

20、新
宿
区
社
会
福
祉
協

議
会
内
）（

5
2
7
3）

4
5
2
2・

（

5
2
7
3）

3

0
8
2・


skc@

sh
in
ju
k
u
-sh
a
ky
o
.jp
へ
。先
着
順
。

成年後見人講座

平
和
の
大
切
さ
を

伝
え
る
た
め
に

平
和

展


戦
争
パ
ネ
ル
と
資
料
展

　
新
宿
区
の
戦
争
被
害
や
広
島
・

長
崎
の
被
爆
の
様
子
な
ど
を
紹
介

し
ま
す
。

【
日
時
】７
月

28日

～

8月

12日


午
前

8時

30分
～
午
後

5時
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
開
場

し
ま
す
。

【
会
場
】区
役
所
本
庁
舎

1階
ロ
ビ
ー



2つ
の
バ
イ
オ
リ
ン
が

　
奏
で
る
美
し
き
旋
律

　
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
音

楽
に
託
し
て
お
届
け
し
ま

す
。
バ
イ
オ
リ
ン
の
名
曲
を

聴
き
な
が
ら「
平
和
」に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】

7月

25日

午
後

3

時
～

4時
（
午
後

2時

30分

開
場
）

【
出
演
】奥
田
雅
代
、飯
島
多
恵

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
】ル
ク
レ
ー
ル

「

2つ
の
バ
イ
オ
リ
ン
の
た

め
の
ソ
ナ
タ
」ほ
か

【
会
場
・
申
込
み
】当
日
直
接
、

新
宿
歴
史
博
物
館
（
三
栄
町

22）
へ
。
先
着

120名
。
未
就
学

児
も
入
場
で
き
ま
す
。

平
和

コ
ン

サ
ー

ト

まま
ちち
なな
かか
避避

暑暑
地地

のの
ごご
利利
用用
をを

99月月

3300日日


まま
でで
開開

設設
中中

猛猛
暑暑
のの
とと

きき
はは

※の施設は目印ののぼりを設置して
いません。

　
高
齢
者
が
暑
い
時
期
を
無

理
な
く
過
ご
せ
る
よ
う
、
区

内
の
薬
王
寺
こ
と
ぶ
き
館
・

シ
ニ
ア
活
動
館
・
地
域
交
流

館
・
清
風
園
の

21か
所
を
、
猛

暑
時
に
「
ま
ち
な
か
避
暑
地
」

と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。
涼

し
い
場
所
を
み
ん
な
で
共
有

す
る
こ
と
は
、
熱
中
症
の
予

防
だ
け
で
な
く
、
地
域
と
の

交
流
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

日
中
を
快
適
に
過
ご
す
た

め
の
涼
み
場
と
し
て
、
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
実
施
期
間
中
は
施
設
の
利

用
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
も

利
用
で
き
ま
す
。

【
利
用
で
き
る
施
設
】
下
表
の

と
お
り

【
利
用
期
間
】

9月

30日

ま

で
。土
・
日
曜
日
、
祝
日
も
利
用

で
き
ま
す
。

【
利
用
時
間
】
▼
シ
ニ
ア
活
動

館
・
地
域
交
流
館
…
午
前

9時

～
午
後

6時
、
▼
薬
王
寺
こ
と

ぶ
き
館
・
清
風
園
…
午
前

9時

30分
～
午
後

6時

【
問
合
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】
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齢
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福
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課
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事
業
係
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新宿区成年後見センターにご相談ください

　市民後見人の活動や講習の詳しい内容について説明します。市民後見人

養成基礎講習の受講を希望する方は、いずれかの日程の説明会に必ずご

参加ください。

【日時】①7月29日午前10時から、②8月7日午後2時から

※2時間程度。2回とも同じ内容

【会場】新宿区社会福祉協議会（高田馬場1―17―20）

【申込み】電話かはがき・ファックス（4面記載例のほか希望日を記入）また

は直接、①は7月27日・②は8月5日（必着）までに地域福祉課福祉計画係

（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎2階）（5273）3517・（3209）

9948へ。各日先着30名程度。

基礎講習受講説明会にご参加ください

　地域の身近な窓口として、センターの職員が電話

と窓口で、制度についての相談をお受けしています。

【相談日時】月～金曜日午前8時30分～午後5時

弁護士・司法書士・社会福祉士の専門相談

　法律や福祉の専門家が相談をお受けしています。

事前に予約が必要です。

【相談日時】月曜日…司法書士、水曜日…弁護士、金曜日…社会福祉士

※時間はいずれも午後1時～2時、午後2時30分～3時30分

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議

会
が
作
成
し
た
、
子
育
て
を
支

援
す
る
区
の
相
談
窓
口
等
を

ご
案
内
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
す
く
す
く
新
宿
っ
子
」
を
配

付
し
て
い
ま
す
。
平
成

26年

5

月

1日
～

27年

4月

30日
に

生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
が
い
る

家
庭
に
、
7月

下
旬
ま
で
に
担

当
地
区
の
委
員
が
ご
自
宅
を

訪
問
し
て
配
付
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
児
童
委
員
・

主
任
児
童
委
員
の
顔
を
覚
え

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
お
子
さ

ん
と
も
直
接
会
え
る
よ
う
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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問
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「
す
く
す
く

新
宿
っ
子
」
を

配
付

し
て
い
ま

す

【所在地】高田馬場1―17―20、新宿区社会福祉協議会内

（5273）4522・（5273）3082・http://www.shinjuku-shakyo.jp

成年後見制度の利用に掛かる
費用を助成しています

誰もが地域で安心して暮らし続けられるように

成年後見制度のご活用を

施設名（所在地） 電話番号

下落合地域交流館
(下落合3－12－33)

（3951）0023

百人町地域交流館
(百人町2－18－21)

（3368）8156

東五軒町地域交流館
(東五軒町5－24)

（3269）6895

中町地域交流館
(中町25)

（6265）0608

本塩町地域交流館
(本塩町8)

（3350）1456

北山伏地域交流館
(北山伏町2－17)

（3269）7197

中落合地域交流館
(中落合2－7－24)

（3952）7163

北新宿第二地域交流館
(北新宿3－20－2)

（5348）6751

高田馬場地域交流館
(高田馬場1－4－17)

（3200）5816

清風園
(中落合1－7－26)

（3951）0086

施設名（所在地） 電話番号

薬王寺ことぶき館
(市谷薬王寺町51)

（3353）6625

高田馬場シニア活動館
(高田馬場3－39－29)

（3362）4560

信濃町シニア活動館
(信濃町20)

（5369）6737

戸山シニア活動館
(戸山2－27－2)

(3204）2422

西新宿シニア活動館
(西新宿4－8－35)

（3377）9380

早稲田南町地域交流館
(早稲田南町50)※

（3208）2552

西早稲田地域交流館
(西早稲田1－22－2)

（5286）8311

新宿地域交流館
(新宿5－3－13)

（3341）8955

山吹町地域交流館
(山吹町342)

（3269）6189

上落合地域交流館
(上落合2－28－8)

（3360）1414

北新宿地域交流館
(北新宿2－3－7)

（3369）5856

　助成の申請は、後見等開始の審判また

は報酬付与の審判が確定した日から3

か月以内に、本人または選任された成年

後見人等が、所定の申請書等を申請窓口

へ提出してください。申請書は申請窓口

で配布しています。

※助成には、収入等の要件があります。

詳しくは、新宿区ホームページをご覧く

ださい。

【申請窓口】障害者福祉課支援係、高齢

者福祉課高齢者相談係（いずれも本庁舎

2階）、新宿区成年後見センター（高田

馬場1―17―20、新宿区社会福祉協議

会内）

成年後見制度利用時の申立費用助成

　家庭裁判所への申立費用の負担が困

難な方に助成しています。

【助成額】申立諸費用（収入印紙・郵便

切手・診断書料等）…1万4,000円以内、

鑑定料等…10万円以内

成年後見人等への報酬助成

　成年後見人等への報酬の負担が困難

な方に助成しています。

【助成額（月額）】在宅の方…2万8,000

円以内、施設に入所している方…1万

8,000円以内

【問合せ】地域福祉課福祉計画係（本庁舎

2階）（5273）3517・（3209）9948へ。


奥
田
雅
代
さ
ん


飯
島
多
恵
さ
ん

あなたも制度を支える担い手になってみませんか

市民後見人養成基礎講習を実施します
　市民後見人は、親族や専門家ではなく地域

住民として、身近な立場で成年後見活動を行

う方です。

　講習では、成年後見制度の仕組みや知識、

後見人としての心構え、高齢者や障害者に関

する制度等を学びます。日程・カリキュラム

等詳しくは、お問い合わせください。新宿区

ホームページでもご案内しています。受講申

請書類は事前の説明会（下記）で配布し、書類

選考により受講者を決定します。

【日程】10月～11月、全6回

【会場】新宿区社会福祉協議会（高田馬場1―17―20）

【対象】区内在住・在勤・在学または区内で高齢者・障害者等に関わる社会

貢献活動の実績があり、講習等の受講後に市民後見人として活動ができ

る方（おおむね65歳まで）


施
設
を
訪
問
し
て
被
後
見
人
の

話
を
聞
く
市
民
後
見
人

　成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等により、判断能力が十分でな

い方の権利を守るための制度です。成年後見人等が、本人の意思を尊重しな

がら法律面や生活面でその人らしい生活を送れるようお手伝いします。「お金

の管理が難しい」「頻繁に悪質商法等の被害に遭う」「施設入所や福祉サービス

の契約が難しい」など、お困りの方は制度をご活用ください。

制度の理解を深めましょう
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自動交付機を休止します
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